
台風第７号に伴う第１回風水害警戒本部 

本部員会議本部長指示事項 

 

 

１．各部は、的確な情報収集に努め、相互に連携し、市民の安全を

最優先とした応急対策を講じること 

 

２．特に河川水位の監視には注意を払い、また、大雨及び強風によ

る被害に適切に対応すること 

 

３．現在開設中の避難所に加え、必要に応じ、避難所の開設を速や

かに行うこと 

 


